
・速やかに処理

【工期途中】 【工事完成後】

（添付書類）

・債権譲渡承諾依頼書

※ 保険、保証会社の承諾書

※ 下請負人等不存在確認書

工 事 の 完 成

工 事 完 成 検 査 ・ 合 格

元 請 業 者 が 債 権 譲 受 人 と
債 権 譲 渡 契 約 を 締 結

注４ 債権譲受人への支払は、財務会計オンライン上は＜受領代理＞の処理となる。

添付書類・中間前金・部分払請求書

※ 中間前金保証証書

但し、２年目以降は前年度の出来高予定額以上、かつ、当該年度に支払った前金払額以上の出来高を要件とする。

債務負担工事は、各年度毎に、各年度の出来高予定額に対して債権譲渡を認める。

工 事 請 負 代 金 の 支 払

工 事 出 来 高 確 認

債 権 譲 受 人 へ の 支 払

（譲渡人、譲受人全てに交付）

※ 譲受人の印鑑証明書

※ 譲受人の法人登記簿の写し

※ 譲受人の定款、規約等

・認定(調書)通知書(写)

・受理から１週間以内

※ 下請代金支払計画の提出

債権譲渡承諾依頼書の提出

工 事 請 負 契 約 締 結

前 払 金 等 の 支 払

元 請 業 者 が 債 権 譲 受 人 と
債 権 譲 渡 契 約 を 締 結

添付書類

借 入 金 等 の 支 払 ・ 相 殺

中 間 前 金 /部 分 払 の 請 求

工事請負代金請求書の提出

元 請 業 者 の 倒 産

融 資 実 行 報 告 書 の 提 出

金銭消費貸借契約等の締結

出 来 高 の 通 知

債 権 譲 渡 承 諾

・債権譲渡契約証書の写し

※ 保険、保証会社の承諾書

・確定日付付与
・債権譲渡整理簿の整備

工 事 の 完 成

工 事 完 成 検 査 ・ 合 格

・既済部分検査結果通知書(写)

融 資 等 の 実 行

前 払 金 な し

※ 下請保護特約の写し

※ 工事完成前での締結も可

（添付書類）

債権譲渡承諾依頼書の提出(工事の所管課（所）へ請負者が提出)

出来高が前払金等の額以上

・債権譲渡承諾依頼書

・債権譲渡契約証書

元請倒産時

（債権譲受人）（債権譲受人）

工事請負代金債権譲渡のフローチャート

工事請負代金振込先の変更

債 権 譲 渡 承 諾

金銭消費貸借契約等の締結

融 資 等 の 実 行

融 資 実 行 報 告 書 の 提 出

※ 下請代金支払計画の提出

・完成（部分）払請求書

（元請業者）
（元請倒産時は一部支払）

注３ 繰越工事は、最終年度で、かつ、年度内に終了が見込まれることを要件とする。

※印の資料は必須提出ではなく、必要に応じて提出。注１

注２

融資差し引いた残金を元請業者へ支払 下 請 代 金 の 支 払

事前に以下の要件整理が必要
○中間前金払
　・認定請求書の提出
　・認定（調書）通知書の受理
　・中間前払金保証契約の締結
○部分払
　・既済部分検査申込書の提出
　・既済部分検査結果通知書の受理


